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２
０
０
９
年
の
年
頭
に
あ
た
り

ま
し
て
、
ま
ず
は
会
員
皆
々
様
・

並
び
に
ご
家
族
の
ご
健
康
と
ご
多

幸
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。今

、
わ
が
国
は
世
界
的
規
模
の

大
き
な
う
ね
り
の
中
で
、
戦
後
の

半
世
紀
を
支
え
て
き
た
日
本
独
特

の
経
済
運
営
や
文
化
風
土
に
根
ざ

し
た
組
織
的
運
営
な
ど
、
根
本
か

ら
枠
組
み
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
業
界
に
お
い
て

も
、
沢
山
の
問
題
を
抱
え
て
お
り

ま
す
が
、
２
０
１
１
年
７
月
に
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
Ｔ
Ｖ
放
送
、
地

上
デ
ジ
タ
ル
波
へ
の
移
行
ま
で
後

三
年
を
切
り
ま
し
た
。

現
在
の
ア
ナ
ロ
グ
電
波
は
、
地

上
デ
ジ
タ
ル
へ
の
移
行
と
共
に
送

信
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

今
日
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
、
新
年
の
挨

拶
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
れ
ま
で

に
、
自
分
た
ち
が
視
聴
す
る
テ
レ

ビ
の
受
信
施
設
を
地
デ
ジ
用
に
改

修
し
て
お
く
こ
と
は
勿
論
、
近
隣

の
住
宅
に
送
信
し
て
い
る
受
信
障

害
対
策
用
に
設
け
ら
れ
て
い
る
共

聴
ア
ン
テ
ナ
の
改
修
も
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
改
修
は
、
近
隣

と
の
協
議
に
基
づ
い
て
、
費
用
負

担
や
責
任
の
分
担
を
決
め
る
事
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て
三

年
後
に
間
に
合
う
の
で
し
ょ
う

か
？

＊�

マ
ン
シ
ョ
ン
の
Ｔ
Ｖ
受
信
施
設

改
修
に
対
す
る
国
の
対
応

地
デ
ジ
移
行
に
伴
う
マ
ン
シ
ョ

ン
の
共
聴
施
設
の
改
修
に
関
す
る

国
の
基
本
的
対
応
は
、
２
０
０
６

年
11
月
に
出
さ
れ
た
総
務
省
通
達

及
び
昨
年
６
月
２７
日
に
総
務
省
情

報
通
信
審
議
会
が
発
表
し
た
第
５

次
中
間
答
申
と
そ
れ
に
基
づ
く

「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
推
進
総
合

対
策
」
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
対
応
は
二
つ
に
分

か
れ
て
お
り
、
一
つ
は
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
居
住
者
が
自
ら
視
聴
す
る

た
め
の
「
集
合
住
宅
共
聴
施
設
」

の
改
修
に
つ
い
て
と
、
も
う
一
つ

は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
近
隣
の
受
信
障

害
対
策
用
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設
」
の

改
修
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

＊�

マ
ン
シ
ョ
ン
用
の
共
聴
施
設
改

修
は
、
住
民
負
担

こ
の
う
ち
「
集
合
住
宅
共
聴
施

設
」
の
改
修
は
、
住
民
の
負
担
で

行
う
べ
き
で
あ
り
、
国
が
支
援
措

置
を
講
じ
る
こ
と
は
、
公
平
性
の

観
点
か
ら
適
当
で
な
い
と
し
て
い

ま
す
。

＊�

受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設
の
改

修
は
、
近
隣
と
協
議
し
て
決
定

「
受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設
」

の
改
修
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

①
地
デ
ジ
移
行
後
の
受
信
障
害

範
囲
の
調
査　

②
受
信
障
害
が
残

る
場
合
の
共
聴
施
設
の
改
修　

③

共
聴
施
設
の
維
持
管
理
等
、
こ
れ

ら
の
問
題
の
う
ち
①
・
②
に
つ
い

て
は
、
管
理
組
合
と
近
隣
と
の
協

議
に
よ
っ
て
対
応
を
検
討
す
べ
き

と
し
て
お
り
、
③
の
共
聴
施
設
の

維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
管
理
組

合
が
引
き
続
き
責
任
と
負
担
を
負

う
べ
き
と
し
て
い
ま
す
。

＊�

受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設
の
実

態
を
把
握
し
て
い
な
い
総
務
省

こ
の
よ
う
に
総
務
省
は
、
問
題

の
解
決
を
国
民
に
丸
投
げ
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
全
国
に
50
万

施
設
・
約
６
５
０
万
世
帯
が
利
用

し
て
い
る
受
信
障
害
対
策
共
聴
施

設
の
内
、
改
修
の
必
要
な
施
設
が

ど
の
位
あ
り
又
、
実
際
に
改
修
の

済
ん
で
い
る
施
設
が
ど
れ
位
あ
る

の
か
と
い
う
調
査
を
全
く
行
な
っ

て
お
ら
ず
、
実
態
を
把
握
し
て
い

な
い
の
で
す
。
し
か
も
、
今
後

は
、
工
事
業
者
の
調
査
を
利
用
し

て
状
況
把
握
に
努
め
る
と
い
う
ず

さ
ん
さ
で
す
。

＊
全
管
連
が
意
見
書
を
提
出

昨
年
６
月
末
に
情
報
通
信
審
議

会
の
第
５
次
中
間
答
申
が
発
表
さ

れ
、
そ
れ
に
対
し
て
の
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
が
７
月
に
募
集
さ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
に
応
え
て
、
埼
管
ネ
ッ
ト

が
加
盟
し
て
い
る
「
全
国
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
組
合
連
合
会
」
は
、
こ

れ
ま
で
２
回
総
務
省
に
意
見
書
を

提
出
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
繰
り
返
し
主
張
し
て

い
る
こ
と
は
、
地
デ
ジ
移
行
は
、

国
の
対
策
と
し
て
決
定
さ
れ
た
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
生
じ
る
受

信
障
害
に
関
す
る
原
因
者
は
国
で

あ
る
か
ら
受
信
障
害
に
関
す
る
責

任
と
負
担
は
国
が
負
う
べ
き
で
あ

る
と
い
う
点
で
す
。

そ
の
他
に
、
今
回
主
張
し
た
主

な
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ

り
ま
す
。

①
ア
ナ
ロ
グ
波
か
ら
デ
ジ
タ
ル

波
に
切
り
替
え
る
必
要
性
に
関
す

る
十
分
な
説
明
が
無
い
ま
ま
デ
ジ

タ
ル
波
に
移
行
す
る
こ
と
に
反
対

②
管
理
組
合
と
近
隣
と
の
協
議

の
た
め
の
調
停
機
関
の
設
置

③
国
に
よ
る
現
地
調
査
や
受
信

状
況
調
査
の
実
施
を
徹
底
す
る
等

で
あ
り
ま
す
。

新
年
の
ご
挨
拶

特
定
非
営
利
活
動
法
人�

埼
管
ネ
ッ
ト
会
長

佐
々
木　

一
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謹
賀
新
年

本
年
も　

な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

◎
年
賀
状
住
所
・
最
後
の
数
値

年
賀
状
の
住
所
に
、
マ
ン
シ
ョ

ン
名
が
書
い
て
な
く
て
も
、
マ
ン

シ
ョ
ン
で
あ
る
と
お
お
よ
そ
見
分

け
ら
れ
ま
す
。

皆
様
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う

に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
専
有
部

分
の
住
宅
に
住
戸
番
号
を
付
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

住
所
の
最
後
の
数
値
（
丁-

番

-

号
の
後
、
一
部
二
個
の
数
値
の

後
）
が
、
三
桁
か
四
桁
で
あ
れ

ば
、
階
数
と
号
室
の
住
戸
番
号
が

わ
か
り
ま
す
。

私
は
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
三
十
四

年
で
す
。
最
初
は
、
九
文
字
の
マ

ン
シ
ョ
ン
名
も
書
い
て
い
ま
し
た

が
、
こ
ち
ら
も
、
相
手
も
面
倒
で

す
か
ら
十
五
年
前
か
ら
書
く
の
を

止
め
ま
し
た
。

わ
が
国
の
マ
ン
シ
ョ
ン
戸
数

は
、
三
十
数
年
前
の
三
万
戸
か
ら

年
々
増
加
し
て
五
○
○
万
戸
を
超

え
ま
し
た
。
当
然
、
総
人
口
の
約

十
％
、
い
い
か
え
れ
ば
十
人
に
一

人
が
マ
ン
シ
ョ
ン
住
人
で
す
。
首

都
圏
で
は
四
人
な
い
し
七
人
に
一

人
が
マ
ン
シ
ョ
ン
住
人
で
す
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
化
率
（
総

世
帯
数
に
占
め
る
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
戸
数
の
割
合
）
を
東
京
カ
ン
テ

イ
が
発
表
（
参
考
資
料
か
ら
）。

全
国
は
約
11
％
。
大
都
市
圏
の
都

道
府
県
の
率
（
約
％
）
は
平
均
よ

り
当
然
大
き
い
。
東
京
２３
、
神
奈

川
２0
、
兵
庫
1７
、
大
阪
1７
、
千
葉

15
、
埼
玉
14
。

最
近
、
郊
外
の
友
人
が
都
内
の

マ
ン
シ
ョ
ン
に
転
居
し
た
と
連

絡
。
そ
の
う
ち
に
訪
ね
る
予
定
。

さ
て
、
皆
様
は
学
校
、
職
場
、

団
体
な
ど
の
名
簿
を
お
持
ち
で
し

ょ
う
。
卒
業
年
次
別
、
地
域
別
な

ど
限
定
条
件
の
も
と
で
、
マ
ン
シ

ョ
ン
住
人
の
割
合
を
計
算
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

そ
の
数
値
を
も
と
に
マ
ン
シ
ョ

ン
の
役
割
を
時
期
・
場
所
別
に
検

討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
正
月　

管
理
の
新
し
い
活
動

昨
年
の
十
一
月
、
築
三
十
四

年
、
百
戸
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
臨

時
総
会
を
開
催
。
高
齢
化
と
賃
貸

化
が
進
み
、
二
十
数
年
の
自
主
管

理
で
は
不
十
分
。
そ
こ
で
、
管
理

の
基
本
を
改
革
す
る
議
案
二
件
を

審
議
。
予
想
外
の
賛
成
多
数
で
可

決
。
討
論
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

反
対
者
か
ら
、『
専
門
委
員
会

設
置
の
議
案
は
、
理
事
会
で
良
く

勉
強
し
て
か
ら
。
ま
だ
勉
強
が
足

り
な
い
』
さ
ら
に
『
議
案
の
採
決

を
や
め
な
い
か
』
と
不
穏
当
な
意

見
が
で
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
理
事
は
説
明

し
、
賛
成
者
が
反
論
し
、
反
対
者

を
説
得
し
ま
し
た
。

『
良
く
勉
強
せ
よ
と
い
わ
れ
て

も
、
現
在
の
理
事
は
限
界
と
い
っ

て
い
る
。
管
理
を
勉
強
し
て
い
る

組
合
員
で
専
門
委
員
会
を
つ
く
る

の
は
当
然
で
す
』

『
修
繕
の
専
門
委
員
会
は
、
立

ち
上
げ
の
段
階
か
ら
設
置
し
て
き

た
。
管
理
の
委
員
会
設
置
も
同

じ
』
さ
ら
に
『
総
会
で
組
合
員
の

議
決
権
行
使
を
無
理
に
拒
む
こ
と

は
で
き
な
い
』

昨
年
末
、
専
門
委
員
会
は
設
置

さ
れ
、
正
義
と
希
望
を
も
っ
て
、

新
年
早
々
か
ら
新
し
い
活
動
を
始

め
て
い
ま
す
。
外
部
の
有
識
者
や

関
係
機
関
と
も
良
く
相
談
し
、
良

い
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
努
め
る

で
し
ょ
う
。

な
お
、
組
合
員
が
『
管
理
は
わ

が
こ
と
』
と
関
心
を
も
つ
よ
う
に

情
報
公
開
は
必
要
で
す
。

◎
牛
歩
で
も
、
実
り
あ
る
年
を

毎
年
、
四
百
通
近
い
年
賀
は
が

き
を
差
し
出
し
ま
す
。
そ
の
大
半

は
年
一
回
の
通
信
で
す
。

新
年
の
ご
挨
拶
の
あ
と
に
、
近

況
を
簡
単
に
お
知
ら
せ
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

『
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
三
十
四
年

（
七
階
建　

百
戸
）
最
近
、
気
に

な
る
高
齢
化
・
賃
貸
化
に
そ
な

え
、
良
好
な
住
環
境
を
確
保
す
る

た
め
、
管
理
法
を
変
革
中
で
す
』

正
月
は
、
恒
例
ど
お
り
人
生
を

振
り
返
り
、
新
年
に
そ
な
え
ま

す
。
そ
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

世
界
恐
慌
の
前
年
、
昭
和
三
年

生
ま
れ
、
幼
少
時
代
は
ひ
弱
で
し

た
。
運
動
は
ダ
メ
、
く
や
し
い
。

そ
こ
で
、
小
学
四
年
の
と
き
、
牛

で
田
を
鋤
い
た
。
上
級
生
か
ら
大

根
（
あ
だ
名
）
す
ご
い
と
褒
め
ら

れ
、
自
信
が
つ
き
ま
し
た
。

牛
（
丑
）
は
今
年
の
干
支
、
大

好
き
な
動
物
。
今
は
、
役
牛
で
な

く
、
肉
牛
や
乳
牛
の
時
代
で
す
。

戦
後
は
、
ひ
ど
い
食
糧
不
足
の

時
代
で
し
た
。
大
学
・
現
地
で
十

四
年
間
、
開
墾
・
干
拓
農
地
の
土

づ
く
り
を
研
究
。
食
糧
も
増
産
さ

れ
、
食
生
活
も
変
化
し
て
、
米
が

過
剰
に
な
り
、
遂
に
転
職
。

『
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り

る
覚
悟
』
で
、
ゼ
ネ
コ
ン
の
研
究

所
へ
。
三
十
年
間
、
土
の
研
究
を

担
当
し
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長

の
時
代
に
は
公
害
が
発
生
し
、
環

境
問
題
は
社
会
的
に
非
常
に
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
騒
音
・
振
動
・
地
盤

沈
下
な
ど
建
設
公
害
の
な
い
地
盤

掘
削
の
技
術
を
開
発
。

ま
た
、
河
川
や
海
は
汚
染
さ

れ
、
死
ん
で
い
ま
し
た
。
水
銀
や

Ｐ
Ｃ
Ｂ
で
汚
染
さ
れ
た
ヘ
ド
ロ
を

浚
渫
無
害
化
す
る
技
術
を
開
発
。

大
気
、
水
の
汚
染
防
止
・
浄
化

対
策
は
効
果
を
あ
げ
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
工
場
な
ど
の
跡
地
の
土
壌

は
汚
染
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

も
、
土
壌
環
境
の
浄
化
技
術
の
顧

問
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の

活
動
も
。
た
と
え
牛
歩
で
も
、
実

り
あ
る
年
を
め
ざ
し
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
総
合
研
究
所
理
事
長

喜
田　

大
三
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納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社
本社東京都渋谷区代々木1-19-12新代々木ビル4階 〒151-0053
　　ＴＥＬ03-5388-4471(代)　ＦＡＸ03-5388-6463

ときめきの生活空間をサイエンスする

ロンシール工業株式会社

東京本社　東京都墨田区緑 �丁目15番地
TEL0�-5600-1866�FAX0�-5600-18�6

ビル、マンションの改修事業

中村工業株式会社

本社／東京都練馬区田柄 1-16-6
TEL0�-�975-8711�FAX0�-�975-871�

シンヨー株式会社
　　　　�さいたま支店

　�さいたま市南区文蔵 2-27-2�-101
　�TEL�0�8-710-5707
　�FAX�0�8-710-5708
　�URL�http://www.sinyo.com/

ウレタン防水のリーディングカンパニー

株式会社ダイフレックス

本社　マンション改修チーム
〒 16�-082�
東京都新宿区西新宿2丁目�-1新宿NSビル 2�階
TEL.0�（5�81）1188
http://www.dyflex.co.jp

マンション共用部分リフォームローン

三菱電機クレジット株式会社

本社　第三事業部　マンションリフォームグループ
〒 1�1-8505
東京都品川区西五反田1-�-8（五反田御幸ビル）
TEL.0�（5�96）9�97
http://www.credit.co.jp/reform/mkrfl.html

謹
ん
で
新
春
の

　

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

　
　
　

 

平
成
二
十
一
年
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全くの「逆転の発想」から誕生しました。このアレス
セラホールド工法は、従来常識とされていた、水を
はじく撥水性を覆し、水になじむ親水性という常識
を生みました。それは、雨水が汚れを一緒に取り去る
セルフクリーニング機能により、住まいの外壁の汚
れを寄せ付けず、美しい外観を長く保ち続けます。

低汚染形複合外装仕上工法 低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料

低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗料

建設塗料本部

資料のご請求、お問い合わせは

本社〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12番1号
　　ＴＥＬ.(03)5711-8901 ＦＡＸ.(03)5711-8931

（特許 第２６１００８５号）

雨水

汚れ

親水性被膜
水になじみやすい被膜

親水膜イメージ図

関西ペイントホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｋａｎｓａｉ.ｃｏ.ｊｐ/

給水管・構造物・車両の
電気防食「ラストアレスター」

日本防錆工業株式会社

〒261-0012
千葉市美浜区磯辺 5-16-6
TEL�0��-270-6611
http://www.nihon-bohsei.ne.jp/

建装工業株式会社

マンションリニューアル事業部
〒105-000�　東京都港区西新橋�-11-1
TEL�0�-����-050��FAX0�-����-05�5
http://www.kenso.co.jp/

三興管理株式会社

東京都千代田区神田須田町 1-7
電話番号�0�-�252-7�67
FAX 番号�0�-�255-2287

マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
総
合
研
究
所

Ｎ
Ｐ
Ｏ　

埼
管
ネ
ッ
トRe-innovation

TOHOは建物の資産価値を再生する会社です

ISO9001・1�001 全支店運用中

TOHO株式会社
　　　　東京支社／〒 101-0044　東京都千代田区鍛冶町 1-8-3
　　　　　　　　　TEL：03（3255）1876（代）　FAX：03（3257）9190
　　　　　　　　　URL：http://www.toho-cp.co.jp
　　　　　　　　　E-Mail：Toho@toho-cp.co.jp

私どもは、マンション、集合住宅のリニューアル工事（大規模修繕・
大規模改修工事）の専門会社です。
資産価値向上につながる Re-Innovation をコンセプトに新しい夢や
感動をご提供します。

ビル・マンションの大規模修繕工事

株式会社ラクシー
〒270-2221　千葉県松戸市紙敷 1009
TEL:0�7-�12-8888/FAX:0�7-�12-8889
URL:http://www.ruxy.co.jp/
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管
理
組
合
運
営
の

　

ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド

�

マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
総
合
研
究
所

�

専
務
理
事　

久
保
泰
男

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
希
望

に
合
致
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
に
な

っ
て
い
ま
す
か
？

１
．
希
望
に
合
っ
た
管
理
シ
ス
テ

ム
と
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
方
法
は
、

各
マ
ン
シ
ョ
ン
に
適
合
す
る
シ
ス

テ
ム
で
行
わ
れ
る
の
が
最
良
で

す
。
管
理
組
合
に
よ
っ
て
は
、
管

理
会
社
に
全
面
委
託
し
て
い
た
業

務
を
変
更
し
て
管
理
組
合
の
自
主

性
を
生
か
し
た
運
営
方
法
に
し
た

い
と
か
、
反
対
に
完
全
な
自
主
管

理
か
ら
一
部
の
業
務
を
管
理
会
社

に
委
託
し
た
い
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の

マ
ン
シ
ョ
ン
の
事
情
や
築
年
数
の
経

過
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
管
理
方
法

を
希
望
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
旧
公
団
等
の
分
譲
団

地
は
、
早
い
段
階
か
ら
自
主
管
理

を
行
う
所
が
多
い
の
で
す
が
、
築

年
数
が
経
過
し
て
建
物
の
老
朽
化

と
共
に
居
住
者
の
高
齢
化
が
進
む

と
自
主
管
理
が
難
し
く
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
面

倒
な
業
務
の
一
部
を
外
部
の
専
門

会
社
に
委
託
し
た
い
と
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
民

間
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
将
来

の
大
規
模
修
繕
工
事
に
備
え
る
積

立
金
の
不
足
か
ら
、
管
理
会
社
へ

の
全
面
委
託
を
自
主
管
理
に
移
行

し
、
管
理
費
を
節
約
し
た
い
と
考

え
る
管
理
組
合
も
出
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
の
管
理
会
社
の

大
半
は
、
必
ず
し
も
管
理
組
合
の

希
望
に
合
っ
た
管
理
方
法
を
提
供

し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
管

理
会
社
側
に
そ
れ
な
り
の
理
由
も

あ
る
の
で
す
が
、
管
理
組
合
に
と

っ
て
は
不
満
と
し
て
残
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

そ
こ
で
管
理
会
社
へ
の
要
望
と

し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
希
望
に
合

っ
た
管
理
シ
ス
テ
ム
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
管
理
シ
ス

テ
ム
の
研
究
と
整
備
を
切
に
願
う

も
の
で
す
。

２
．
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
方
法
は

三
つ
に
区
分
で
き
ま
す
。

大
別
す
れ
ば
、「
全
部
委
託
管

理
」「
一
部
委
託
管
理
」「
自
主
管

理
」
の
三
つ
で
す
。

一
、
全
部
委
託
管
理
の
業
務
例

最
初
に
、
全
部
委
託
管
理
の
業

務
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
、
一
般
的
な
マ
ン
シ
ョ
ン
で
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

全
部
委
託
管
理
の
業
務
内
容

は
、
一
般
に
左
記
業
務
の
①
と
②

を
管
理
会
社
に
委
託
す
る
場
合
を

い
い
ま
す
。

①
事
務
的
業
務

事
務
管
理
業
務

通
常
は
基
幹
事
務
を
含
む

会
計
業
務
、
出
納
業
務
、

管
理
運
営
補
助
業
務
で
す

管
理
員
業
務

清
掃
業
務

日
常
清
掃
・
定
期
清
掃

②
設
備
等
の
管
理
業
務

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守

消
防
設
備
保
守

給
水
設
備
保
守

ポ
ン
プ
点
検
、
貯
水
槽
の

清
掃

排
水
設
備
保
守

排
水
管
の
清
掃

機
械
駐
車
場
保
守

防
犯
設
備
保
守

電
気
設
備
保
守

自
動
ド
ア
設
備
保
守

汚
水
槽
・
排
水
槽
清
掃

簡
易
専
用
水
道
検
査

建
築
設
備
定
期
点
検

特
殊
建
築
物
調
査

二
十
四
時
間
機
械
監
視

植
栽
維
持
管
理

二
、
一
部
委
託
管
理
の
業
務
例

一
部
委
託
の
方
法
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
が
、
通
常
多
い
の
は
、

前
記
①
の
事
務
的
業
務
を
管
理
会

社
に
委
託
し
て
、
設
備
の
保
守
点

検
業
務
は
、
管
理
組
合
か
ら
各
設

備
の
専
門
保
守
会
社
に
直
接
発
注

す
る
方
法
で
す
。

管
理
組
合
に
よ
っ
て
は
、
管
理

員
業
務
と
清
掃
業
務
だ
け
を
管
理

会
社
に
委
託
し
て
他
は
組
合
で
行

っ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
は
事
務
管
理
業
務
を
管
理
組

合
が
行
う
の
で
自
主
管
理
に
近
い

と
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
判

り
易
く
す
る
た
め
に
一
部
委
託
管

理
の
分
類
に
入
れ
ま
す
。

三
、
自
主
管
理
の
業
務
例

自
主
管
理
と
は
、
明
確
な
定
義

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
に
自
主
管
理
と
は
、
文
字
通

り
業
務
を
管
理
会
社
に
委
託
せ
ず

に
管
理
組
合
が
自
ら
行
っ
て
い
る

場
合
を
い
い
ま
す
。

管
理
業
務
を
管
理
会
社
に
委
託

し
て
い
て
も
、
任
せ
っ
放
し
で
は

な
く
、
管
理
組
合
の
自
主
的
な
意

思
決
定
で
運
営
さ
れ
て
い
る
限
り

自
主
的
管
理
す
な
わ
ち
自
主
管
理

だ
、
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
管
理
組
合
が
自

主
管
理
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
の

判
断
基
準
は
決
ま
っ
て
は
お
り
ま

せ
ん
が
、
捕
ら
え
方
に
は
幅
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち

広
義
に
捕
ら
え
る
見
解
と
狭
義
に

捕
ら
え
る
見
解
が
あ
り
ま
す
。
ど

ち
ら
に
解
し
て
も
、
何
等
の
損
得

は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
は
プ
ラ
イ
ド

の
問
題
の
よ
う
で
す
。

著
者
は
自
主
管
理
の
判
断
基
準

を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

自
主
管
理
と
は
、
前
記
①
事
務

的
業
務
の
中
の
主
要
な
事
務
管
理

業
務
を
管
理
組
合
で
行
っ
て
い
る

場
合
を
い
う
、
と
。
簡
単
に
い
え

ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

で
い
う
基
幹
事
務
を
管
理
組
合
で

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
３３
回
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合

（
秋
季
）
実
践
セ
ミ
ナ
ー
報
告
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マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
で

い
う
基
幹
事
務
と
は
、
次
の
事
務

を
い
い
ま
す
。

イ
．�

管
理
組
合
の
会
計
の
収
入
・

支
出
の
調
定

ロ
．
出
納

ハ
．�

マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
修
繕
の

企
画
、
実
施
の
調
整

こ
れ
ら
の
基
幹
事
務
の
処
理
方

法
や
手
順
を
定
め
、
あ
る
い
は
担

当
理
事
を
決
め
て
実
施
し
て
い
る

管
理
組
合
は
自
主
管
理
を
行
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
仮
に
、
そ
の

業
務
の
一
部
を
他
に
委
託
ま
た
は

請
け
負
わ
せ
て
い
て
も
、
管
理
組

合
が
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
て
い
れ
ば
、
自
主
管
理
の
範
疇

に
入
る
と
思
い
ま
す
。

設
備
等
の
保
守
点
検
や
清
掃
業

務
に
つ
い
て
は
、
通
常
そ
れ
ぞ
れ

の
専
門
会
社
に
委
託
し
て
行
う
の

が
一
般
的
で
す
。
こ
れ
ら
の
業
務

は
自
主
管
理
か
否
か
の
判
定
に
は

関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
適
合
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
を

選
ぶ
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

ど
の
よ
う
な
管
理
シ
ス
テ
ム
が

自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
合
っ
て

い
る
か
、
判
断
を
す
る
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
は
次
の
点
で
す
。
役
員
の

任
期
と
窓
口
業
務
（
事
務
局
）
で

す
。

一
、
役
員
の
選
任
方
法
と
任
期

管
理
組
合
の
運
営
は
、
執
行
機

関
で
あ
る
理
事
会
が
行
い
ま
す
。

こ
の
理
事
会
の
能
力
（
実
行
力
）

が
管
理
シ
ス
テ
ム
を
選
択
す
る
場

合
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

自
主
管
理
が
旨
く
い
か
な
く
な

る
主
要
な
原
因
は
、
そ
れ
を
推
進

す
る
役
員
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

で
す
。
例
え
ば
、
役
員
が
毎
年
全

員
交
替
す
る
管
理
組
合
で
は
自
主

管
理
は
旨
く
い
き
ま
せ
ん
。
先
に

述
べ
た
基
幹
事
務
を
毎
年
交
替
す

る
役
員
が
自
力
で
行
う
に
は
無
理

が
あ
り
ま
す
。
役
員
に
就
任
し
て

よ
う
や
く
判
り
か
け
た
頃
に
、
交

替
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
築
年

数
が
浅
く
大
し
た
問
題
を
抱
え
て

い
な
け
れ
ば
あ
る
期
間
は
自
主
管

理
は
可
能
で
し
ょ
う
が
、
難
し
い

修
繕
の
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な

る
と
順
番
で
就
任
し
た
役
員
で
は

対
応
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
管
理
組
合
の
場
合

に
は
、
全
部
委
託
管
理
か
ら
い
き

な
り
自
主
管
理
に
す
る
の
で
は
な

く
、
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
一

部
委
託
の
管
理
方
法
が
無
難
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

全
部
委
託
管
理
を
し
な
い
管
理

組
合
が
ス
ム
ー
ス
に
運
営
す
る
た

め
に
は
、
少
な
く
と
も
役
員
任
期

が
二
年
で
、
毎
年
半
数
改
選
が
条

件
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
と
か

理
事
会
運
営
の
継
続
性
が
図
ら
れ

る
か
ら
で
す
。

二
、
窓
口
業
務
の
体
制

自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
窓
口

業
務
が
ど
う
い
う
体
制
に
な
っ
て

い
る
か
、
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。
窓
口
に
管
理
人
を
置
く
か
ど

う
か
、
大
規
模
な
団
地
の
場
合

は
、
事
務
局
を
置
か
な
い
と
役
員

の
負
担
が
大
変
に
な
り
ま
す
。
そ

の
結
果
、
ま
す
ま
す
役
員
の
な
り

手
が
い
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も

抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
部
委
託
管
理
の
場
合
は
、
窓

口
業
務
を
他
に
委
託
し
た
方
が
無

難
で
し
ょ
う
。
役
員
の
負
担
が
少

し
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

４
．
ど
ん
な
管
理
シ
ス
テ
ム
で
も

理
事
会
活
動
は
な
く
な
ら
な
い

あ
る
団
地
の
相
談
を
受
け
て
気

が
付
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
永

年
自
主
管
理
を
し
て
い
て
、
建
物

の
老
朽
化
と
居
住
者
の
高
齢
化
に

よ
っ
て
自
主
管
理
に
行
き
詰
ま
っ

て
き
ま
し
た
。
役
員
の
負
担
が
大

変
だ
と
い
い
ま
す
。
委
託
管
理
に

し
た
ら
、
理
事
会
の
負
担
も
な
く

な
る
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
委
託
管
理
で
も
自
主

管
理
で
も
理
事
会
活
動
は
必
要
で

す
。
委
託
管
理
の
場
合
、
委
託
す

る
業
務
範
囲
が
広
い
と
役
員
の
負

担
は
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
理
事
会

活
動
は
同
じ
で
す
。
こ
の
点
を
誤

解
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

実
例

全
部
委
託
か
ら

⇩

部
分
委
託
へ

管
理
運
営
業
務
は
理
事
会
が
自

主
運
営
。
管
理
員
業
務
・
清
掃
業

務
は
管
理
会
社
へ
委
託
。
設
備
保

守
は
専
門
会
社
へ
直
接
外
注
の
実

例
埼
玉
県
大
宮
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン

（
一
一
〇
戸
）。
分
譲
は
平
成
四

年
。
暫
く
の
間
は
分
譲
関
連
会
社

の
大
手
管
理
会
社
に
全
部
委
託
。

将
来
の
修
繕
積
立
金
不
足
に
き
っ

か
け
に
、
管
理
内
容
を
見
直
し
、

管
理
組
合
の
自
主
性
を
生
か
し
た

管
理
シ
ス
テ
ム
に
変
更
。
つ
ま
り

事
務
管
理
業
務
の
主
要
な
部
分
を

管
理
組
合
自
ら
が
行
う
よ
う
に
し

た
の
で
す
。
大
き
な
経
費
削
減
が

で
き
ま
し
た
。

大
手
管
理
会
社
は
委
託
業
務
の

変
更
に
応
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
の

で
、
他
の
管
理
会
社
に
変
更
し
ま

し
た
。
維
持
管
理
費
の
予
算
総
額

は
、
年
額
二
五
五
〇
万
円
か
ら
一

六
七
〇
万
円
に
ダ
ウ
ン
。
年
額
八

八
〇
万
円
、
当
初
経
費
の
三
五
％

削
減
に
成
功
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

大
変
に
大
き
な
節
約
に
つ
な
が
っ

た
例
で
す
。
積
立
金
不
足
に
悩
ん

で
い
た
管
理
組
合
は
、
た
ち
ま
ち

に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
の
後
も
旨
く
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。
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大
規
模
修
繕
工
事
成
功
の
秘
訣

�

マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
総
合
研
究
所

�
常
務
理
事　

青
山
和
憲

⑴
大
規
模
修
繕
工
事

１
．
建
物
維
持
保
全

①�

美
観
維
持　

汚
れ
、
色
褪
せ

対
応

②�

建
物
の
延
命　

ひ
び
割
れ
、

タ
イ
ル
の
浮
き
、
剥
離
処

置
等

③�

時
代
に
合
せ
る　

防
犯
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
対
策

２
．
大
規
模
修
繕
工
事

材
料
や
部
位
に
よ
り
経
年
劣
化

の
進
度
は
違
う

①�

工
事
を
ま
と
め
て
行
い
足
場

架
設
の
無
駄
を
省
く
。

②�

工
事
を
ま
と
め
て
行
い
工
事

中
の
不
便
を
短
縮
す
る
。

③�

工
事
を
ま
と
め
て
行
う
こ
と

に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
に
よ
り
工
事
費
を
削
減

す
る
。

④�

工
事
を
ま
と
め
て
行
う
こ
と

に
よ
り
発
注
の
手
間
を
軽

減
す
る
。

⑤�

10
年
～
15
年
周
期
で
ま
と
め

て
行
う
大
規
模
な
工
事

⑥
工
事
の
対
象

足
場
架
設
を
伴
う
工
事

・�

躯
体
の
補
修
、
ひ
び
割
れ
、

浮
き
、
爆
裂
等
・
タ
イ
ル
仕

上
げ
壁
の
補
修
・
外
壁
塗

装
・
鉄
部
塗
装
・
防
水
・
シ

ー
リ
ン
グ

そ
の
他

・�

給
水
管
・
排
水
管
の
延

命
・
更
新
等

⑵
事
前
準
備

１
．
修
繕
工
事
費
の
確
保

①
修
繕
積
立
金

②
修
繕
積
立
金
＋
借
入
金

③
修
繕
積
立
金
＋
一
時
金
徴
集

ポ
イ
ン
ト
～
長
期
修
繕
計
画
と
資

金
計
画
を
策
定
し
修
繕
積
立
金
の

確
保
が
必
要
。
無
駄
な
工
事
を
し

な
い
。

・
防
水
保
証
期
間
の
確
認

２
．
不
具
合
箇
所
の
把
握

①
建
物
の
不
具
合

②
使
用
上
の
不
具
合

③
改
善
要
望

ポ
イ
ン
ト
～
大
規
模
修
繕
工
事
の

実
施
時
期
が
近
づ
い
た
ら
必
要
不

可
欠
な
緊
急
工
事
を
除
き
工
事
の

発
注
を
押
さ
え
て
大
規
模
修
繕
に

ま
と
め
る
。

３
．
発
注
方
式
を
決
定

①
管
理
会
社
一
任
方
式

②
施
工
会
社

③�

設
計
・
監
理
方
式
（
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
方
式
）

４
．
居
住
者
の
確
認

①
賃
借
居
住
者
の
把
握

②�

外
部
オ
ー
ナ
ー
へ
の
連
絡

③�

賃
貸
仲
介
不
動
産
会
社
と
の

連
絡

５
．
図
書
の
整
備

①
竣
工
図

②
修
繕
履
歴

⑶
設
計

１
．
設
計
図
書

①
見
積
要
項

②
仕
様
書
・
設
計
図

③
参
考
数
量
表

＊
見
積
要
項

１
─
工
事
期
間

２
─
各
工
事
の
保
障
期
間

３
─
支
払
い
条
件

・�

契
約
時
・
完
成
時
・
３
ケ

月
点
検
終
了
後

ポ
イ
ン
ト
～
工
事
完
成
後
の
３
ケ

月
点
検
手
直
し
完
了
時
を
最
終
支

払
い
と
す
る
。

＊
数
量
表

１
─�

修
繕
工
事
の
部
位
・
範

囲
・
仕
様
を
網
羅
的
に

数
量
で
示
し
た
表
見
積

参
加
者
は
単
値
を
入
力

す
る
と
工
事
費
が
自
動

的
に
算
出
さ
れ
る
。

２
─�

原
則
的
に
各
社
の
見
積
内

容
は
統
一
さ
れ
る
た
め
、

工
事
費
だ
け
を
比
較
で

き
る
。

３
─�

壁
の
ひ
び
割
れ
な
ど
設
計

時
点
で
不
明
な
数
量
は

精
算
項
目
と
し
て
取
り

扱
う

・
精
算
項
目
の
査
定
が
重
要

⑷
施
工
会
社
の
選
定

１
．
施
工
会
社
選
定
の
手
順

①
見
積
依
頼
先
の
選
定

新
聞
公
募
（
建
通
新
聞
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
等
）⇒

６
社
程
度
に
絞
る

②
見
積
あ
わ
せ

見
積
要
項
・
仕
様
書
・
数
量

表
に
よ
る
見
積
あ
わ
せ⇒

３

社
程
度
に
絞
る

③
施
工
会
社
選
定

ヒ
ア
リ
ン
グ⇒

１
社
選
定

ポ
イ
ン
ト
～
大
き
な
お
金
が
動
く

⇒

施
工
会
社
選
定
時
の
透
明
性
の

確
保
が
重
要
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
公

開
で
。

⑸
総
会
決
議

１
．
承
認
事
項

①�

工
事
内
容
（
目
的
及
び
経

過
、
工
事
の
範
囲
や
種
目
、

工
期
）

②�
予
定
工
事
費
と
資
金
計
画

（
予
備
費
を
含
む
）

③�

施
工
会
社
と
選
定
過
程
の
報

告
④�

管
理
組
合
に
お
け
る
工
事
実

施
体
制
や
工
事
監
理
者
の

設
置

⑤
修
繕
積
立
金
の
取
り
崩
し

⑥�

理
事
会
や
修
繕
委
員
会
に
一

任
す
る
事
項

・�

工
事
の
実
施
段
階
で
の
や

む
を
え
な
い
工
事
範
囲
及

び
仕
様
の
変
更
追
加
工
事

減
額
工
事

・�

色
彩
計
画
・
減
額
が
出
た

場
合
の
積
み
残
し
工
事
の

実
施

ポ
イ
ン
ト
～
色
彩
は
カ
ラ
ー
シ
ュ

ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
数
案
提
示
し
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
う
場
合
が
多
い
。

文
書
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は

総
会
決
議
と
な
ら
な
い
た
め
理
事

会
一
任
を
決
議
し
て
お
く
。

⑹
大
規
模
修
繕
工
事

１
．�

居
住
者
に
対
す
る
工
事
説
明

会
（
施
工
業
者
主
催
）

２
．
色
彩
計
画
ア
ン
ケ
ー
ト

・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
主
導

・�

理
事
会
で
色
彩
の
方
向
性
を

決
め
て
お
く

３
．�

三
者
定
例
会
議
（
管
理
組

合
、
監
理
者
、
施
工
業
者
）

４
．
中
間
検
査
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５
．
バ
ル
コ
ニ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト

６
．
足
場
撤
去
前
検
査

７
．
竣
工
検
査

８
．
完
成
引
渡
し

９
．
工
事
費
精
算

ポ
イ
ン
ト
＊
竣
工
図
書
に
工
事
費

精
算
記
録
を
残
す
。

10
．
３
ケ
月
点
検

11
．
最
終
支
払
い

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
運
営
の

�

ポ
イ
ン
ト
」

管
理
組
合
運
営
の
仕
組

区
分
所
有
法
で
は
、
管
理
組
合

運
営
の
仕
組
み
を
「
総
会
」「
管

理
規
約
」「
管
理
者
」
と
い
う
三

点
で
構
成
し
て
い
ま
す
。
一
般
的

に
は
、
役
員
を
選
任
し
、
理
事
会

を
構
成
し
、
総
会
決
議
で
業
務
の

執
行
を
行
う
理
事
会
方
式
は
、

「
標
準
管
理
規
約
」
が
定
め
た
管

理
組
合
運
営
の
仕
組
み
で
す
。
標

準
管
理
規
約
が
予
定
す
る
管
理
組

合
運
営
の
仕
組
み
を
見
な
が
ら
活

用
方
法
を
考
え
て
み
ま
す
。

「
役
員
に
つ
い
て
」

理
事
及
び
監
事
は
、
理
事
会
を

構
成
す
る
（
理
事
長
、
副
理
事

長
、
会
計
担
当
理
事
）
と
監
事
を

総
会
で
選
任
し
ま
す
。

①�

理
事
及
び
監
事
の
資
格
要
件
は
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
す
る
組
合

員
の
内
か
ら
選
任
す
る
」
と
し
、

区
分
所
有
者
で
あ
る
こ
と
と
居

住
者
で
あ
る
こ
と
を
資
格
要
件

と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
は
、
組
合

員
の
配
偶
者
や
賃
借
人
に
も
協

力
し
て
貰
わ
な
い
と
理
事
会
の

運
営
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
曖
昧
な
運
営
を
し
な
い
で

規
約
を
改
正
し
、
役
員
資
格
を

広
げ
る
見
直
し
が
必
要
に
な
る

で
し
ょ
う
。（
第
３5
条
２
項
）

②
役
員
の
選
任
方
法

（
第
３5
条
２
・
３
項
）

理
事
及
び
監
事
は
総
会
で
選
任

し
ま
す
が
、
理
事
長
を
含
め
た
理

事
の
役
職
は
、「
理
事
の
互
選
に
よ

っ
て
選
任
す
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
（
第
３8
条
２
項
）
で
「
理

事
長
は
、
区
分
所
有
法
に
定
め
る

管
理
者
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い

ま
す
が
、
区
分
所
有
法
で
は
、
規

約
に
別
段
の
定
め
が
無
い
限
り
、

管
理
者
は
総
会
で
選
任
す
る
、
と

な
っ
て
い
ま
す
（
第
２5
条
）。
標
準

管
理
規
約
は
、
別
段
の
定
め
と
し

て
理
事
＝
管
理
者
の
選
任
を
「
理

事
の
互
選
と
し
て
い
る
訳
で
す
」。

役
員
の
交
代
を
円
滑
に
行
う
こ

と
は
、
極
め
て
重
要
で
標
準
指
針

で
も
「
理
事
会
の
業
務
、
帳
票
類
、

懸
案
事
項
等
の
引
継
ぎ
を
実
施
し

て
い
る
」
こ
と
が
望
ま
し
い
対
応

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
役
職
が
決

ま
ら
な
い
と
理
事
同
士
の
引
継
ぎ

も
出
来
ま
せ
ん
。
特
に
毎
年
い
っ

せ
い
に
役
員
を
交
代
す
る
管
理
組

合
で
は
、
役
員
候
補
の
選
定
と
同

時
に
、
役
職
案
も
検
討
し
総
会
に

諮
る
の
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

③
役
員
の
任
期
（
第
３6
条
）

「
役
員
の
任
期
は
○
年
と
す
る
。

但
し
、
再
任
は
、
妨
げ
な
い
」
と

し
て
い
ま
す
。

コ
メ
ン
ト
で
は
、「
任
期
は
組

合
の
実
情
に
合
わ
せ
て
１
～
２
年

で
設
定
す
る
事
と
し
、
選
任
に
当

た
っ
て
は
、
就
任
日
及
び
任
期
の

期
限
を
明
確
に
す
る
」
と
補
足
し

て
い
ま
す
。
役
員
の
任
期
は
総
会

か
ら
総
会
ま
で
と
考
え
る
の
が
一

般
的
で
す
が
、
そ
の
場
合
「
期
」

と
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
？

「
期
」
と
言
う
の
は
、
規
約
で

定
め
ら
れ
た
会
計
年
度
と
考
え
る

と
、
総
会
は
会
計
年
度
が
変
わ
っ

て
か
ら
２
ケ
月
後
に
な
り
、
し
か

も
年
に
よ
っ
て
は
、
開
催
日
が
異

な
り
ま
す
。

「
理
事
会
役
員
」
の
任
期
は
、

い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
と
い
う
こ

と
は
、
実
に
曖
昧
で
す
。

＊
方
策

㈠�

役
員
の
任
期
を
会
計
年
度
と
同

じ
に
す
る
。

・�

任
期
が
終
わ
っ
て
も
総
会
で
次
の

役
員
が
決
ま
る
ま
で
旧
役
員
が

実
質
的
に
役
員
を
勤
め
る
と
い

う
考
え
方
が
出
来
ま
す
。
厳
密

に
運
用
す
る
た
め
に
は
、
通
常

総
会
を
年
２
回
と
し
、
決
算
前

の
総
会
で
時
期
役
員
を
選
出
し

て
い
る
管
理
組
合
も
あ
り
ま
す
。

㈡�

新
会
計
年
度
よ
り
２
ケ
月
後
を

就
任
日
と
す
る
。

・�

会
計
年
度
と
役
員
の
任
期
が
２

ケ
月
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
、
就

任
日
が
明
確
に
な
る
上
、
余
裕

を
持
っ
て
引
継
ぎ
が
出
来
る
合

理
的
な
方
法
で
す
。

㈢�

総
会
終
了
直
後
の
引
継
ぎ
を
以

っ
て
就
任
と
す
る
。

・�

こ
の
方
法
が
も
っ
と
も
一
般
的

な
交
代
方
法
で
す
が
、
役
職
が

決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
り
事
情

が
あ
っ
て
引
き
継
ぎ
が
遅
れ
る

と
い
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
場
合
、
就
任
が
曖

昧
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

具
体
的
に
い
つ
新
役
員
に
交
代

す
る
か
を
、
総
会
で
明
確
に
し
て

議
事
録
に
残
す
よ
う
に
す
る
の
が

よ
い
で
し
ょ
う
。

㈣
理
事
長
の
解
任

・�

区
分
所
有
法
に
お
い
て
別
段
の

定
め
が
無
い
限
り
総
会
の
決
議

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

標
準
管
理
規
約
で
も
定
め
は
、

あ
り
ま
せ
ん
が
、
選
任
が
理
事
会

で
の
互
選
な
の
で
、
解
任
も
理
事
会

決
議
で
出
来
る
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。

但
し
、
理
事
長
を
解
任
さ
れ
理
事

と
な
っ
た
役
員
を
解
任
す
る
に
は
、

総
会
の
解
任
決
議
が
必
要
で
す
。

な
お
、
理
事
長
は
、
管
理
者
と

な
り
ま
す
か
ら
、
総
会
で
管
理
者

と
し
て
の
理
事
長
及
び
役
員
と
し

て
の
理
事
を
解
任
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。�

（
事
務
局
）

※
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く

だ
さ
い

「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
対
応

状
況
に
関
す
る
実
態
調
査
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
1２
月
に
送
付

い
た
し
ま
し
た
。
お
手
数
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
回
答

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
あ
げ
ま
す
。（
平
成
２1

年
１
月
２0
日
締
切
）

管
理
組
合
理
事
長
様
並
び
に

管
理
人
様
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「
国
交
省
・
管
理
業
者

�
全
国
一
斉
立
ち
入
り
検
査
」

多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
管
理
業

務
を
委
託
し
て
い
る
管
理
業
者
に

対
し
て
、
国
土
交
通
省
は
、
１
昨

年
11
月
か
ら
概
３
ケ
月
間
に
わ
た

り
立
ち
入
り
検
査
を
実
施
し
、
結

果
を
発
表
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。（
昨
年
３

月
末
現
在
・
登
録

業
者
数
２
３
７
５

社
）全

国
抽
出
89
社

の
検
査
を
行
っ
た

結
果
59
社
に
対
し

て
業
務
に
関
す
る

是
正
指
導
を
要
す

る
事
例
を
発
見
し

指
導
を
行
っ
た
。

全
般
的
な
傾
向
と

し
て
、
各
管
理
業

者
に
お
い
て
法
令

の
各
条
項
に
対
す

る
認
識
が
徹
底
さ

れ
て
い
な
い
事
例

が
依
然
と
し
て
多

数
確
認
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
立

ち
入
り
検
査
等
に

よ
る
法
令
指
導
体

制
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
悪

質
な
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

法
」
違
反
に
対
し
て
は
、「
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
違
反
行
為
に

対
す
る
監
督
処
分
の
基
準
」
等
に

従
い
厳
正
且
、
適
正
に
対
処
す

る
。
又
法
令
順
守
の
徹
底
を
図
る

た
め
に
、
関
係
団
体
に
対
し
て
、

研
究
活
動
等
を
通
じ
て
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
業
務
全
般
の
適
正
化
に

向
け
た
会
員
指
導
等
を
図
る
よ
う

に
指
導
し
ま
し
た
。

・「
埼
管
ネ
ッ
ト
の
視
点
」

三
年
継
続
し
て
の
立
会
検
査
で

あ
る
が
、
検
査
10
項
目
に
対
し
、

１
昨
年
度
、
指
導
件
数
七
項
目

と
、
指
導
を
受
け
た
業
者
数
が
三

年
間
で
最
多
で
あ
り
、
管
理
会
社

は
、
反
省
の
色
な
し
で
あ
る
。

問
い
詰
め
て
行
く
と
、
こ
れ
は

５
１
０
万
戸
を
超
す
マ
ン
シ
ョ
ン

居
住
者
の
責
任
で
あ
り
、
無
知
・

無
関
心
な
管
理
組
合
役
員
や
区
分

所
有
者
の
多
さ
を
証
明
し
て
い
る

様
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

管
理
組
合
（
理
事
会
）
と
し
て

は
、
今
の
管
理
会
社
が
単
に
管
理

委
託
契
約
書
の
業
務
を
行
う
だ
け

で
な
く
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
法
」
に
従
っ
て
、
業
務
の
説
明

や
報
告
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か

も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
疑
問
点
が
あ
れ
ば
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
違
反

行
為
に
対
す
る
監
督
処
分
の
基

準
」
に
照
ら
し
て
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
管
理
会

社
の
法
令
順
守
と
管
理
の
質
の
向

上
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。

管
理
会
社
ア
ジ
ャ
ク
ス
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
破
産
申
請

横
浜
に
あ
る
分
譲
会
社
ア
ジ
ャ

ク
ス
の
子
会
社
で
ア
ジ
ャ
ク
ス
ラ

イ
フ
サ
ポ
ー
ト
は
、
平
成
２0
年
２

月
1７
日
で
事
業
を
停
止
し
、
破
産

手
続
き
申
請
の
準
備
に
入
っ
た
。

管
理
会
社
は
、
収
納
代
行
方
式
で

業
務
を
行
っ
て
い
な
が
ら
保
障
契

約
を
し
て
い
な
い
な
ど
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法
違
反
の
疑
い

が
も
た
れ
て
い
る
。
関
係
者
に
よ

る
と
管
理
組
合
資
産
と
の
区
分
会

計
は
、
さ
れ
て
お
り
、
組
合
の
被

害
は
な
い
と
い
う
。

事
後
処
理
を
一
任
さ
れ
た
弁
護

士
に
よ
る
と
管
理
会
社
の
負
債
額

は
、
親
会
社
へ
の
貸
付
金
で
管
理

組
合
の
資
産
は
流
用
さ
れ
て
な
い

と
い
う
。

（
社
）
高
管
協
の
管
理
費
等
の

保
証
制
度
な
ど
の
保
障
契
約
終
結

と
一
ケ
月
以
内
の
管
理
組
合
口
座

振
替
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
管
理
業
登
録
簿
に
は
保
障

契
約
終
結
の
届
け
出
が
出
さ
れ
て

い
な
い
。

収
納
口
座
が
管
理
会
社
名
義
の

た
め
通
帳
・
印
鑑
の
保
管
は
管
理

会
社
だ
が
弁
護
士
ら
が
通
帳
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
管
理
組
合
と
会
社

の
資
産
は
、
区
分
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

管
理
組
合
は
、
大
き
な
被
害
に

至
ら
な
さ
そ
う
だ
が
、
管
理
会
社

は
1７
管
理
組
合
等
嘘
偽
の
説
明
や

委
託
契
約
を
行
っ
た
可
能
性
が
高

く
、
改
め
て
法
令
順
守
が
求
め
ら

れ
そ
う
だ
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
扉
を
開
い
た
ま

ま
下
降

平
成
２0
年
1２
月
８
日
午
後
９
時

頃
、
京
都
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン
「
フ

レ
ッ
ク
ス
高
野
」
で
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
扉
が
開
い
た
ま
ま
籠
が
下

降
し
利
用
者
の
女
性
が
腰
部
を
挟

ま
れ
骨
折
す
る
と
い
う
事
故
が
起

き
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
東
芝
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
製
で
間
接
油
圧
式
６

人
乗
り
で
、
昭
和
6３
年
５
月
に
設

置
、
２0
年
経
過
し
て
い
る
。
1２
月

1３
日
所
管
の
京
都
市
が
警
察
の
協

力
の
下
、
国
交
省
の
昇
降
機
の
専

門
家
立
会
い
で
、
立
ち
入
り
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
原
因
を
現
在
調

査
中
で
す
が
今
回
の
事
故
機
と
同

型
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
全

数
緊
急
点
検
を
行
う
よ
う
指
示
し

ま
し
た
。

是正指導内容 管理適正化法該当条項 平成1７年 平成18年 平成19年
登録事項の変更の届出 第48条関係 8 11 4
事務所に標織を掲示 第７1条関係 5 1２ 14
契約前に重要事項説明等 第７２条関係 1２ 16 ２4
契約成立時の書面の発行 第７３条関係 14 16 ３２
帳簿の作成等 第７5条関係 14 11 ２７
財産の分別管理 第７6条関係 ２ 4 ２
管理事務の報告 第７７条関係 4 ３ 10
書類の閲覧 第７9条関係 18 ２8 ３8
証明書の携帯等 第88条関係 15 1７ 19
管理業務主任者の設置 第56条関係 ─ ─ 5

抽出された立会い検査者数 5７ 6２ 89
是正実施指導された業者数 ３5 ３5 59

その比率（％） 61％ 56％ 66％

「検査結果」（管理適正化法・各条項ごとの指摘該当数・重複該当あり）
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今
回
は
、
熊
谷
次
郎
直
実
の
武

骨
で
頑
固
一
徹
な
気
性
と
、
情
け

深
い
心
情
が
偲
ば
れ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
紹
介
し
ま
す
。

直
実
の
出
家
し
た
原
因
は
、
通

説
で
は
壇
ノ
浦
で
泣
く
泣
く
幼
い

平
敦
盛
を
殺
め
た
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、「
吾
妻
鏡
」
に
よ
り

ま
す
と
、
出
家
の
直
接
の
原
因
は

建
久
三
年
（
一
一
九
二
年
）
伯
父

の
久
下
直
光
と
熊
谷
郷
の
境
界
に

つ
い
て
裁
判
と
な
り
、
頼
朝
の
前

で
の
裁
き
の
席
上
、
久
下
直
光
が

梶
原
景
時
と
組
ん
で
、
口
下
手
な

直
実
の
反
論
を
退
け
、
所
領
の
一

部
を
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

卑
劣
な
や
り
方
に
怒
っ
た
直
実
は

〝�

憤
怒
に
堪
え
ず
、
自
ら
刀
を

と
り
て
髻
（
も
と
ど
り
）
を

除
ら
い
遂
電
す
〟
と
又

〝�

右
大
将
家
を
恨
み
申
事
あ
り

て
俄
か
に
出
家
し
て
法
名
を

『
蓮
生
』
と
ぞ
申
し
け
る
〟

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎「
逆
馬
」
の
話

出
家
し
て
熊
谷
蓮
生
と
な
っ
た

直
実
は
「
往
生
礼
讃
」
に
あ
る
、

〝
行
往
坐
臥
、
西
方
に
背
を
向

け
ず
〟
と
い
う
文
を
深
く
信
じ
て

い
ま
し
た
。
か
り
そ
め
に
も
西
に

背
を
向
け
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
で
京
都
か
ら
関
東
へ

下
る
時
も
、
師
の
法
然
上
人
が
居

ら
れ
る
京
都
に
背
を
向
け
な
い
よ

う
に
、
馬
の
鞍
を
逆
さ
ま
に
置
か

せ
馬
の
頭
の
方
に
背
を
向
け
て
乗

り
、
馬
子
に
馬
の
口
を
ひ
か
せ
て

下
向
し
た
と
い
い
ま
す
。

能
美
湧
泉
筆
に
よ
る
「
逆
馬

図
」
に
蓮
生
が
、
逆
さ
に
馬
に
乗

っ
て
い
る
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
。

〝�

浄
土
に
も　

剛
の
も
の
と

や�

沙
汰
す
ら
ん　

西
に
向

か
い
て
う
し
ろ
み
せ
ね
ば
〟

と
そ
の
絵
に
蓮
生
の
歌
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

◎�

誕
生
寺
へ
法
然
の
自
像
を
納

め
る
の
事

法
然
上
人
の
誕
生
の
地
は
、
岡

山
県
久
米
郡
久
米
南
町
に
あ
り
ま

す
「
誕
生
寺
」
で
す
。

私
の
故
郷
、
久
米
郡
美
咲
町
の

隣
町
に
あ
る
誕
生
寺
に
は
数
回
訪

ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
山
門

を
入
る
と
す
ぐ
前
に
大
き
な
銀
杏

の
木
が
あ
り
ま
す
。
法
然
が
十
三

才
の
時
に
植
え
ら
れ
た
も
の
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
樹
齢
八
百

年
に
も
な
り
ま
す
。

今
の
本
堂
は
一
六
九
五
年
に
再

建
さ
れ
た
も
の
で
す
。
当
時
建
立

の
時
、
法
然
が
父
母
追
孝
の
料
の

た
め
、
自
ら
彫
っ
た
自
像
を
、
熊

谷
蓮
生
が
上
人
に
代
わ
っ
て
師
の

等
身
大
の
座
像
を
、
背
中
合
わ
せ

に
背
負
っ
て
、
京
都
か
ら
は
る
ば

る
こ
の
地
ま
で
歩
い
て
納
め
た
と

云
い
ま
す
。

法
然
上
人
像
を
背
に
し
て
、
喜

び
勇
ん
で
美
作
国
へ
向
か
う
蓮
生

の
姿
は
「
逆
馬
図
」
と
共
に
一
幅

の
絵
に
な
る
で
し
ょ
う
。
誕
生
寺

の
本
尊
は
今
も
、
こ
の
木
彫
り
の

法
然
像
で
あ
る
と
云
い
ま
す
。

蓮
生
は
一
一
九
八
年
に
、
法
然

が
叡
山
を
下
り
、
初
め
て
居
住
し

た
思
い
出
の
地
の
「
粟
生
野
」
に

茅
家
を
作
り
、
一
字
の
仏
殿
を
造

立
し
『
念
仏
三
昧
院
』
と
名
づ
け

て
、
数
年
念
仏
三
昧
の
日
々
を
送

っ
て
い
た
ら
し
い
で
す
。

こ
の
寺
が
今
の
『
粟
生
野
光
明

寺
』（
京
都
府
長
岡
京
市
）
で
あ

り
、
西
山
浄
土
宗
総
本
山
で
す
。

そ
の
後
六
十
五
才
の
時
（
一
二

〇
五
年
）
法
然
教
団
弾
圧
と
い
う

京
の
情
勢
変
化
で
、
念
仏
三
昧
院

の
後
事
を
弟
子
の
幸
阿
に
託
し
て

京
を
後
に
関
東
へ
下
向
し
、
熊
谷

の
蓮
生
が
幼
少
の
頃
過
し
た
「
熊

谷
館
」
で
余
生
を
送
り
ま
し
た
。

こ
の
時
も
逆
馬
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

熊
谷
宿
に
は
、
他
に
特
筆
す
べ

き
遺
構
は
あ
り
ま
せ
ん
。

慶
応
年
間
に
造
ら
れ
た
、
宿
の

本
陣
竹
井
澹
如
翁
の
別
邸
で
あ
っ

た
『
星
渓
園
』
が
あ
り
ま
す
。
玉

の
池
と
い
う
池
を
中
心
に
名
石
を

配
し
、
周
囲
に
木
竹
を
植
え
た
回

遊
式
庭
園
で
す
。
昭
和
二
十
五
年

に
熊
谷
市
が
譲
り
受
け
て
管
理
し

て
い
ま
す
が
、
手
入
れ
は
充
分
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

本
町
一
丁
目
の
埼
玉
信
金
の
前

に
、
日
本
橋
か
ら
十
六
里
に
当
た

る
『
道
路
元
標
』
が
あ
り
ま
す
。

高
さ
五
十
セ
ン
チ
位
の
花
崗
岩
に

「
熊
谷
市
道
元
標
」
と
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。
歩
い
て
い
た
ら
つ
ま
ず

き
そ
う
な
道
標
で
す
。

そ
の
先
の
百
貨
店
の
角
を
右
折

し
た
と
こ
ろ
に
「
旧
中
山
道
」
と

彫
ら
れ
た
二
米
余
り
の
大
き
な
石

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

中
山
道
は
、
ゆ
る
や
か
な
左
カ

ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
進
ん
で
、
再

び
国
道
十
七
号
線
に
重
な
り
次
の

「
深
谷
宿
」
へ
と
続
い
て
い
き
ま

す
。

�

（
小
島　

次
郎
）

連
載�

私
の
町
は
ど
ん
な
町
⑨

�
─
熊
谷
直
実
（
蓮
生
）─

熊谷直実像（熊谷駅前）

逆馬図（能美湧泉筆）
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＊事務局インフォメーション

①過去19年間、実施してきた無料相談会は、近年、会員よりも非会員の相談が多くてすべて無料にすることは、困難な状
況であるため今年度から非会員は、 1件・ 1時間5,000円の有料とします。正会員は、従来どおり「無料」、申し込みは、希
望日の ２週間前まで事務局へFAX・埼管ネット就業時間AM10：３0～ PM5：00迄　月曜日は振替・休日
②埼管ネットでは、地域交流会の会場を求めています。地域交流会は、各地区単位でより多くのマンション居住者の方々

に集まっていただき、マンションの管理運営について情報を交換し快適なマンションライフを創造することを目的としてい
ます。
③「変更届」提出のお願い
会費の請求書と一緒に理事長様宛に「変更届」をお送りしております。理事長が交代したマンション、マンションライフ

他・便りの送付先を変更したいマンションは、指定の「変更届出書」を埼管ネット事務局まで送信ください。宛先は、
FAX�048-88７-99２4です。

平成21年埼管ネット行事予定表
月　日 行事予定 会　場 月　日 行事予定 会　場

1月 5日 仕事始め 7月 4日 役員会 事務局会議室

10日 役員会 事務局会議室 4日 組合管理運営相談会 事務局会議室

10日 組合管理運営相談会 事務局会議室 4日 建物修繕相談会 事務局会議室

24日 建物修繕相談会 事務局会議室 地域交流会・法律相談会 マンション集会室

2月 7日 役員会 事務局会議室 8月 1日 役員会 事務局会議室

7日 組合管理運営相談会 事務局会議室 1日 組合管理運営相談会 事務局会議室

7日 建物修繕相談会 事務局会議室 1日 建物修繕相談会 事務局会議室

21日 建物保全研修会 事務局会議室 12日～16日夏期休暇

3月 7日 役員会 事務局会議室 9月 5日 役員会 事務局会議室

7日 組合管理運営相談会 事務局会議室 5日 組合管理運営相談会 事務局会議室

7日 建物修繕相談会 事務局会議室 5日 建物修繕相談会 事務局会議室

地域交流会・法律相談会 マンション集会室 地域交流会・法律相談会 マンション集会室

4月 4日 役員会 事務局会議室 10月 3 日 役員会 事務局会議室

4日 組合管理運営相談会 事務局会議室 3日 組合管理運営相談会 事務局会議室

4日 建物修繕相談会 事務局会議室 3日 建物修繕相談会 事務局会議室

18日 建物保全研修会 事務局会議室 17日 建物保全研修会 事務局会議室

地域交流会 マンション集会室 地域交流会 マンション集会室

5月 9日 役員会 事務局会議室 11月 7 日 役員会 事務局会議室

9日 組合管理運営相談会 事務局会議室 7日 組合管理運営相談会 事務局会議室

9日 建物修繕相談会 事務局会議室 7日 建物修繕相談会 事務局会議室

23日 管理組合実践セミナー さいたま市文化センター 15日 管理組合実践セミナー さいたま市文化センター

23日 法律相談会 さいたま市文化センター 15日 法律相談会 さいたま市文化センター

6月 6日 役員会 事務局会議室 12月 5 日 役員会 事務局会議室

6日 組合管理運営相談会 事務局会議室 5日 組合管理運営相談会 事務局会議室

6日 建物修繕相談会 事務局会議室 5日 建物修繕相談会 事務局会議室

20日 建物保全研修会 事務局会議室 28日 仕事納め

地域交流会 マンション集会室

ホームページからの情報発信 � http://www.saikan-net.com/
事務局への連絡にもご協力ください　

マンション Life バックナンバー ユーザー名　saikan-user パスワード　1115


